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岩手県、宮城県、福島県、盛岡市、仙台市、郡山市及びいわき市 

健康づくり施策主管部局 御中 

 

 

厚生労働省健康局総務課 

生活習慣病対策室 

 

 

 

避難所における食事提供の計画・評価のために 

当面の目標とする栄養の参照量について     

 

 

 被災後１ヶ月が経過し、食事量は改善しつつありますが、おにぎりやパンなどの主

食が中心で、肉・魚等のたんぱく質や野菜などの副食の摂取は十分ではなく、避難所

間での不均衡もみられる状況にあります。 

エネルギー・栄養素摂取不足の影響による栄養不良や体力低下が顕著になってくる

時期にあることから、避難所生活の長期化を視野に入れ、必要な栄養量の確保のため

に安定的に食事提供を行う条件の整備が急務となっています。 

 ついては、今般、別紙のとおり、被災後３ヶ月までの当面の目標として、避難所に

おける食事提供の計画・評価のための栄養の参照量を算定しましたので、管理栄養士

等行政栄養関係者の関与の下、留意事項を参考に、地域や避難所の実情を十分に考慮

し、食事回数や食事量の確保・調整を行い、必要な栄養量の確保に努めていただきま

すようお願いします。 
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（別紙） 

避難所における食事提供の計画・評価のために 

当面の目標とする栄養の参照量 
 

                   （１歳以上、１人１日当たり） 

エネルギー 
 

２，０００kcal 

 
たんぱく質 

 
５５ｇ 

 
ビタミンＢ１ 

 
１．１ｍｇ 

 
ビタミンＢ２ 

 
１．２ｍｇ 

 

ビタミンＣ 

 

１００ｍｇ 

 
※日本人の食事摂取基準（2010年版）で示されているエネルギー及び各栄養素の摂取基準値
をもとに、平成17年国勢調査結果で得られた性・年齢階級別の人口構成を用いて加重平均に
より算出 。なお、エネルギーは身体活動レベルⅠ及びⅡの中間値を用いて算出 。 

 

（留意事項） 

・ 本参照量は、避難所における食事提供の計画・評価の目安として示すものであ

り、被災後約３ヶ月までの間における必要な栄養量の確保を目的とし、特にこ

の段階で不足しやすい栄養素を抽出し、算定を行ったこと。 

・ 本参照量は、個々人の栄養管理のために使用するものではなく、病者や妊婦・

乳児など栄養管理上個別の配慮を要する場合は、医師・管理栄養士等による専

門的評価が必要なこと。 

・ 本参照量は、避難所の利用者の身体状況等に特別に配慮するため、弾力的に使

用することは差し支えないこと。また、特定の年齢階級に着目して食事提供の

計画を行う場合の目安として、別添参考に対象特性別の参照量も示したこと。 

・ 食事提供の計画に当たっては、食事回数及び食事量の確保とともに、強化米な

ど栄養素添加食品の利用も含め、必要な栄養量の確保に努めること。 

・ 実際の各個人への食事の分配、提供に当たっては、利用者の性、年齢、身体状

況、活動量等を考慮して行うようにすること。 

・ 食事提供後は、残食量、利用者の喫食状況等を観察・評価し、提供量の調整（増

減）を図ることが望ましいこと。 

・ 今後、さらに食事提供の評価に関する情報の収集等を行いつつ、本参照量につ

いて改める必要性等につき検討を行っていく予定であること。 
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 （参考） 
  

 
対象特性別（１人１日当たり） 

幼児 

（1～5歳） 

成長期Ⅰ 

（6～14歳） 

成長期Ⅱ・成人 

（15～69歳） 

高齢者 

（70歳以上） 

エネルギー（kcal） 1,200 1,900 2,100 1,800 

たんぱく質（g） 25 45 55 55 

ビタミンＢ１（mg） 0.6 1.0 1.1 0.9 

ビタミンＢ２（mg） 0.7 1.1 1.3 1.1 

ビタミンＣ（mg） 45 80 100 100 

 
     

※日本人の食事摂取基準（2010年版）で示されているエネルギー及び各栄養素の摂取基準値をもとに、

該当の年齢区分ごとに、平成17年国勢調査結果で得られた性・年齢階級別の人口構成を用いて加重平

均により算出 。なお、エネルギーは身体活動レベルⅠ及びⅡの中間値を用いて算出。 
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